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申請方法
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お 

知 

ら 

せ

都
市
計
画
審
議
会
を

傍
聴
で
き
ま
す

ふ
れ
あ
い
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
農
園

国
民
健
康
保
険
料

休
日
納
付
相
談

工
業
統
計
調
査
に
ご
協

力
く
だ
さ
い

本
の
宅
配
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

募
集
説
明
会
を
開
催
し

ま
す

調
理
師
試
験
の
願
書
を

配
布
し
ま
す

失
語
症
の
あ
る
方
へ

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

の
利
用
者
を
募
集
し
ま
す

身
体
障
害
の
あ
る
方
ま

た
は
そ
の
家
族
・
支
援

者
の
方
へ

勉
強
会
・
見
学
体
験
会

を
開
催
し
ま
す

臨時福祉給付金（経済対策分）
支給対象者に該当すると思われる方へ、2月中旬から申請書を送付しています。 【担当課】 福祉管理課

【支給対象者】

基準日（平成28年1月1日）時点で葛飾区に住民票があり、平成

28年度住民税（特別区民税均等割）が課税されていない方

ただし、平成28年度の住民税が課税されている方の扶養親族

など（※）や、生活保護を受給している方は対象になりません。

また、16歳未満の方で、生計を同一とする家族に住民税が課税

されている方がいる場合も対象になりません。

（※）税法上の控除対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者、扶養親族、

青色事業専従者および白色事業専従者

【支給額】

1人当たり15，000円（支給は1回です）

申請期限 6月23日㈮まで

原則、申請期限後は受け付けできませんので、お早

めに申請してください。

申請書を記入の上、必要書類を添付し、次のいずれ

かの方法で申請してください。

郵送の場合 申請書に同封の返信用封筒（切手不要）で。

持参の場合 臨時福祉給付金窓口（区役所2階202番）で

受け付けます（午前8時30分～午後5時。

土・日曜日、祝日を除く）。

申請受け付け後、1カ月半程度で指定の口座へ振り

込む予定ですが、それ以上かかる場合もあります。ま

た、家族などで同時に申請した場合でも振込日が異な

ることがありますので、あらかじめご了承ください。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

！
給付金の支給に当たり、葛飾区や厚生労働省など

の職員がATM（現金自動預け払い機）の操作をお願

いしたり、手数料の振り込みを求めたりすることは

絶対にありません。

【
日
時
】

5
月
30
日
㈫

午
後
3
〜
5
時
（
午
後
2
時
45

分
ま
で
に
直
接
会
場
へ
）

【
会
場
】

ウ
ィ
メ
ン
ズ
パ
ル

（
立
石
5‐

27‐

1
）

【
案
件
】

▽
立
石
駅
北
口
地
区
第
一
種
市

街
地
再
開
発
事
業
案

▽
立
石
駅
北
口
地
区
地
区
計
画
案

▽
高
度
利
用
地
区
の
変
更
案

▽
葛
飾
区
画
街
路
第
3
号
線
の

変
更
案

【
担
当
課
】

調
整
課

!（
5
6
5
4
）8
3
2
8

区
内
農
家
の
方
が
栽
培
し
た

農
作
物
の
収
穫
を
楽
し
み
ま
す
。

ト
マ
ト

【
収
穫
時
期
】

6
月
下
旬
〜
8
月
上
旬

【
収
穫
場
所
】

東
水
元

【
費
用
】

1
区
画
5
千
円（
5
株
）

ジ
ャ
ガ
イ
モ

【
収
穫
時
期
】

6
月
下
旬
〜
7
月
上
旬

【
収
穫
場
所
】

奥
戸
・
新
宿

【
費
用
】

1
区
画
3
千
円（
20
株
）

枝
豆

【
収
穫
時
期
】

7
月
上
旬

【
収
穫
場
所
】

東
水
元
・
西
水
元

【
費
用
】

1
区
画
2
1
0
0
円（
40
株
）

い
ず
れ
も

【
共
催
】

JA
東
京
ス
マ
イ
ル

【
申
込
方
法
】

往
復
ハ
ガ
キ
に

希
望
作
物
名
・
希
望
収
穫
場
所

（
ジ
ャ
ガ
イ
モ
・
枝
豆
の
場
合
）

・
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を

書
い
て
、
5
月
25
日
㈭（
必
着
）

ま
で
（
作
物
ご
と
に
1
家
族
1

通
・
多
数
抽
選
）。電
子
申
請
可
。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

〒
125‐

0062
青
戸
7‐

2‐

1
テ

ク
ノ
プ
ラ
ザ
か
つ
し
か
内
産
業

経
済
課!（

3
8
3
8
）5
5
5
4

保
険
料
の
納
付
な
ど
で
お
困

り
の
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】

5
月
28
日
㈰

午
前
9
時
〜
正
午

【
会
場
・
担
当
課
】

国
保
年
金
課

（
区
役
所
3
階
3
1
5
番
）

!（
5
6
5
4
）8
2
1
3

製
造
業
を
営
む
全
て
の
事
業

所
を
対
象
に
、
経
済
産
業
省
が

実
施
し
て
い
る
調
査
で
す
。

5
月
下
旬
〜
6
月
上
旬
に
調

査
員
が
事
業
所
へ
伺
い
、
従
業

員
が
4
人
以
上
の
場
合
に
は
調

査
票
を
お
渡
し
し
ま
す
。

【
担
当
課
】

政
策
企
画
課

!（
5
6
5
4
）8
1
7
8

身
体
の
障
害
な
ど
に
よ
り
図

書
館
へ
の
来
館
が
困
難
な
方
へ
、

本
を
届
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

す
。
説
明
会
後
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
を
希
望
す
る
方
の
登
録
を
行

い
ま
す
。

【
日
時
】

6
月
2
日
㈮

午
後
2
時
30
分
〜
4
時
30
分

直
接
会
場
へ
。

【
会
場
】

上
小
松
図
書
館

（
東
新
小
岩
3‐

12‐

1
）

【
対
象
】

区
内
在
住
18
歳
以
上

の
方
1
0
0
人
程
度

【
担
当
課
】

中
央
図
書
館

!（
3
6
0
7
）9
2
0
1

【
試
験
日
】

10
月
14
日
㈯

【
配
布
期
間
】

5
月
15
日
㈪
か
ら

【
配
布
場
所
】

保
健
所
・
保
健
セ
ン
タ
ー

（
所
在
地
は
7
面
上
欄
参
照
）

【
願
書
受
付
締
切
日
】

6
月
26
日
㈪（
消
印
有
効
）

【
問
い
合
わ
せ
】

（
公
社
）調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー

!（
3
6
6
7
）1
8
1
5

【
担
当
課
】

生
活
衛
生
課

言
語
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

言
語
聴
覚
士
に
よ
る
リ
ハ
ビ

リ
を
行
い
ま
す
。

【
日
時
】

木
曜
日
（
祝
日
・
年

末
年
始
を
除
く
）
午
前
10
時
〜

正
午
・
午
後
1
〜
3
時

利
用
期
間
は
原
則
1
年
間
と

し
、
必
要
に
応
じ
て
延
長
。

【
対
象
】

区
内
在
住
18
〜
64
歳

の
失
語
症
の
あ
る
方
で
、
身
体

障
害
者
手
帳
ま
た
は
精
神
保
健

福
祉
手
帳
を
お
持
ち
の
方
各
回

10
人

【
費
用
】

世
帯
の
収
入
に
応
じ

て
利
用
料
を
決
定
し
ま
す
（
非

課
税
世
帯
は
無
料
）。

【
そ
の
他
】

停
留
所
方
式
で
の

バ
ス
送
迎
あ
り
。

【
申
込
方
法
】

窓
口
で
6
月
15

日
㈭
午
後
5
時
ま
で
。

利
用
は
後
日
面
談
の
上
、
決

定
し
ま
す
。

言
語
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を

通
じ
て
仲
間
づ
く
り
を
行
い
ま

す
。

【
日
時
】

▽
火
曜
日
／
午
前
10
時
〜
正
午

・
午
後
1
〜
3
時

▽
木
曜
日
／
午
前
10
時
〜
正
午

・
午
後
1
〜
3
時

い
ず
れ
も
祝
日
・
年
末
年
始

を
除
く
。

【
対
象
】

区
内
在
住
18
歳
以
上

の
失
語
症
の
あ
る
方
で
、
自
分

で
会
場
ま
で
来
ら
れ
る
方
各
回

10
人

【
費
用
】

1
回
1
0
0
円

【
申
込
方
法
】

窓
口
で
6
月
15

日
㈭
午
後
5
時
ま
で
。

利
用
は
後
日
面
談
の
上
、
決

定
し
ま
す
。

失
語
症
の
会

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
と
一
緒

に
創
作
や
外
出
な
ど
の
活
動
を

楽
し
み
ま
す
。

【
日
時
】

第
2
土
曜
日

午
前
10
時
〜
正
午

直
接
会
場
へ
。

【
対
象
】

区
内
在
住
18
歳
以
上

の
失
語
症
の
あ
る
方
で
、
自
分

で
会
場
ま
で
来
ら
れ
る
方

い
ず
れ
も

【
会
場
・
申
し
込
み
・
担
当
課
】

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

（
堀
切
3‐

34‐

1
ウ
ェ
ル
ピ

ア
か
つ
し
か
内
）

!（
5
6
9
8
）1
3
3
6

脳
卒
中
や
交
通
事
故
な
ど
に

よ
る
身
体
障
害
に
つ
い
て
の
勉

強
会
や
見
学
体
験
会
で
す
。

勉
強
会

リ
ハ
ビ
リ
方
法
や
利
用
で
き

る
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
学
び
ま
す
。

【
日
時
】

6
月
9
日
㈮

午
後
1
時
30
分
〜
3
時

見
学
体
験
会

障
害
の
あ
る
方
の
機
能
訓
練

の
体
験
を
行
い
ま
す
。

【
日
時
】

6
月
23
日
㈮

午
後
1
〜
3
時

い
ず
れ
も

【
対
象
】

区
内
在
住
で
身
体
障

害
の
あ
る
方
、
ま
た
は
そ
の
家

族
・
支
援
者
10
人

【
申
込
方
法
】

5
月
17
日
㈬
午

前
9
時
か
ら
電
話
で（
先
着
順
）
。

【
会
場
・
申
し
込
み
・
担
当
課
】

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

（
堀
切
3‐

34‐

1
ウ
ェ
ル
ピ

ア
か
つ
し
か
内
）

!（
5
6
9
8
）1
3
3
6

広告 内容については広告主にお問い合わせください。

葛飾区給付金コールセンター

!0120‐627‐200（フリーダイヤル）
フリーダイヤルにかからない電話機の場合 !3299‐3932
午前8時30分～午後5時（土・日曜日、祝日を除く）

お問い合わせは
こちら

➡

5月は「自転車月間」です。ルールを守って安全運転をしましょう。傘差し運転はやめましょう。

【担当課】 道路管理課 !5654‐8386

支給時期

葛飾区総合アプリ　葛飾区総合アプリ　
右のQRコードからココシルをインストールし、葛飾区総合アプリを選択。

区の情報を

スマホで入手しよう！

（２）
平成29年（2017年）5月15日 No.1695


